
定款改定案（新旧比較）

活動

とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

おいて推薦された者
　（代議員）

定める。

(3) 第５７条第４項の権利 （社員総会の議事録の閲覧等）
(4) 第５０条第６項の権利 （社員の代理権証明書面等の閲覧等）
(5) 第５１条第４項及び第５２条第５項の権利 （議決権行使書面の閲覧等）

(6) 第１２９条第３項の権利 （計算書類等の閲覧等）
(7) 第２２９条第２項の権利 （清算法人の貸借対照表等の閲覧等）

(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠の代議員とし
て選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員につき２人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該

補欠の代議員相互間の優先順位
７ 第５項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該
決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会

する事業

要望、提言活動
(9) その他、日本の成長・発展に資する政策提言活動 政府へ改革案を提案することにより、日本国の発展に寄与する事業
２ 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。 (6) その他、日本の成長・発展に寄与する事業

２ 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

　（会員の構成） 　（会員の構成）

(8) 第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利（合併

<省略> <省略>

の終結の時までとする。
８ 正会員は一般法人法に規程された次に掲げる社員の権利を、社員と
同様にこの法人に対して行使することができる。

契約等の閲覧等）

(1) 第１４条第２項の権利 （定款の閲覧等）
(2) 第３２条第２項の権利 （社員名簿の閲覧等）

５ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて
補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期
満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
６ 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しな

ければならない。

４ 第２項の代議員選挙は、２年に１度、新事業年度開始までに実施する
こととし、代議員の任期は、選任の２年後に実施される代議員選挙の終了
の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え

。）

、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（一般法人法第２６６条第１項、
第２６８条、第２７８条、第２８４条）を提起している場合（一般法人法第２７８

条第１項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）には、
当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない
（当該代議員は、役員の選任（一般法人法第６３条及び第７０条）並びに
定款変更（一般法人法第１４６条）についての議決権を有しないこととする

、正会員による代議員選挙を行う。正会員は、代議員選挙に立候補する
ことができる。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において

３ 前項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を
選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することは
できない。

(2) 日本発の「公益資本主義」の必要性についての啓蒙、講演、執筆活動

第７条 この法人の一般法人法上の社員は、概ね正会員１００人から
２００人の中から１人の割合をもって選出される代議員をもって（以下、
「代議員」という）社員とする。端数の取扱いについては理事会で定める。
２ 代議員は、正会員の中から選ばれることを要し、代議員を選出するため

支援ならびに推進活動等を行うことにより、地域社会の健全な発展に寄与

コンプライアンス等について多角的な視野から分析し、課題を抽出して、

<省略> <省略>

第５条 この法人の会員は、次の３種とし、正会員をもって一般社団法人

(7) 会員企業の成長に繋がる国際化、グローバル化の支援ならびに推進

(8) 日本の会計制度、会社法、金融商品取引法の課題抽出ならびに改正 (5) 現行の税制制度、会計制度、会社法、コーポレートガバナンス、

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会に

第５条 この法人の会員は、正会員、賛助会員、名誉会員とする。
２ 正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。

おいて推薦された者とする。

３ 賛助会員は、この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

４ 名誉会員は、この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会に

及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員

現　行 改　定　案
第１条～第３条　<省略> 第１条～第３条　<省略>

(1) 「日本型経営」の原点、「社会貢献」の思想を学ぶ場の提供、啓蒙活動 (1) 「日本型経営」の原点、「社会貢献」の思想を調査研究し、正しい企業

(2) 日本発の「公益資本主義」の必要性についての啓蒙、講演、執筆等を

ことにより、開発途上国の発展に寄与する事業
(4) 地域行政に対し、問題点を調査研究、提議し、官民連携による活性化

(3) 開発途上国の教育・医療・自立支援に繋がる経済協力活動等を行う
(5) 政府への税制改正要望、提言活動（投資税制、相続税、寄附税制等）

(6) 会員企業の持続的成長・発展のための各種研修会、勉強会の実施

　(事業） 　(事業）
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

及び実践活動 の在り方を啓蒙・実践する事業

(3) 「民間ＯＤＡ」による貧困国の教育・医療支援活動 行うことにより、日本ならびに世界経済の発展に寄与する事業
(4) 官民連携による地方活性化支援ならびに推進活動
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定款改定案（新旧比較）

　（開催地）
第１４条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

　（招集） 　（招集）

3 代表理事以外の理事のうち、２名を業務執行理事とする。
執行理事とする。

２ 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した
場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについ

て、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

　（決議・報告の省略）
第２０条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案を
した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員
総会の決議があったものとみなす。

　（代理）
第１９条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として
議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員
又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければなら

　（会員資格の喪失）

第４章 社員総会

　（構成） 　（構成）
第１１条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 第１２条 総会は、すべての代議員をもって構成する。

２ 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

　（権限） 　（権限）

<省略>
第４章 総会

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、 第１１条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、
その資格を喪失する。 その資格を喪失する。
(1) 第７条の義務を１年以上履行しなかったとき。 (1) 第８条の義務を１年以上履行しなかったとき。

　(除名） 　(除名）
第１０条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、

多数の議決をもって、当該会員を除名することができる。 多数の議決をもって、当該会員を除名することができる。
総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる 総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の３分の２以上に当たる

3 代表理事以外の理事のうち、２名を副会長とし、一般法人法上の業務

ない。

、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければ
ならない。
(1) 会員の除名

<省略>

　（決議）
第１８条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を
除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した
当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって

第１６条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

　（議決権）
第１７条 社員総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。

２ 総正会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する正会員は、代表
理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員

総会の招集を請求することができる。

　（議長）

<省略> <省略>

<省略>

<省略> <省略>
　削除

第１５条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
決議に基づき代表理事が招集する。

第１５条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に
基づき会長が招集する。

<省略>
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 (9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

第１２条 社員総会は、次の事項について決議する。 第１３条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名 (1) 代議員及び会員の除名

<省略>

　（会員資格の喪失）

　（役員の設置）
第２３条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事　３名以上１０名以内
(2) 幹事　２名以内

２ 理事のうち、１名を代表理事とする。 ２ 理事のうち、１名を会長とし、一般法人法上の代表理事とする。

場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについ
て、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

<省略><省略>
　（役員の設置）
第２３条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事　３名以上１０名以内
(2) 幹事　２名以内

第２０条 理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案を
した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的
記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員
総会の決議があったものとみなす。
２ 理事が代議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した

第１９条 総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として
議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員
又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければなら
ない。

　（決議・報告の省略）

(1) 代議員及び会員の除名

<省略>
　（代理）

第１８条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が
出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって
、総代議員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

　（議決権）
第１７条 総会における議決権は、代議員１名につき１個とする。

　（決議）

２ 総代議員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する代議員は、会長

請求することができる。

　（議長）
第１６条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を

現　行 改　定　案

第９条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、
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定款改定案（新旧比較）

の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる

　(解散） 　(解散）

総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議により解散する 総代議員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議により解散する

再任を妨げない。

　（権限） 　（権限）
第３４条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 第３４条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定 (1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督 (2) 理事の職務の執行の監督

第５４条 この法人は、一般法人法第１４８条第４号から第7号までに規定
する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、

　（合併等） 　（合併等）
第５３条 この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、 第５２条 この法人は、総会における、総代議員の半数以上であって、

第５２条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、

　(役員の選任） 　(役員の選任）

選定する。

第２４条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

ことができる。

第５３条 この法人は、一般法人法第１４８条第４号から第7号までに規定
する事由によるほか、総会における、総代議員の半数以上であって、

ことができる。
<省略> <省略>

第３０条 この法人に、最高顧問、相談役、特別顧問を若干名、置くことが 第３０条 この法人に、名誉会長、最高顧問、相談役、特別顧問を若干名、

　（役員の解任） 　（役員の解任）

　（最高顧問、相談役、特別顧問） 　（名誉会長、最高顧問、相談役、特別顧問）

できる。 置くことができる。
２ 最高顧問、相談役、特別顧問は、次の職務を行う。 ２ 名誉会長、最高顧問、相談役、特別顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長及び代表理事の相談に応じること。 (1) 会長及び代表理事の相談に応じること。

３ 最高顧問、相談役、特別顧問の選任及び解任は、理事会において ３ 名誉会長、最高顧問、相談役、特別顧問の選任及び解任は、理事会

妨げない。

総正会員の３分の２以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上 総代議員の３分の２以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上

第５１条 この定款は、総会における、総代議員の半数以上であって、
総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議によって変更する 総代議員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議によって変更する
ことができる。 ことができる。

　（定款の変更） 　（定款の変更）

(7) キャッシュフロー計算書 削除

<省略> <省略>

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） (4) 損益計算書（正味財産増減計算書）
(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
(6) 財産目録 (6) 財産目録

(1) 事業報告 (1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書 (2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表 (3) 貸借対照表

第５０条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、 第４９条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認 会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認
を受けなければならない。 を受けなければならない。

る場合も、同様とする。

　（事業報告及び決算） 　（事業報告及び決算）

第４９条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備 第４８条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備
投資の見込みを記載した書類については、代表理事が作成し、理事会 投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し、理事会の
の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更す の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

<省略> <省略>
　（事業計画及び収支予算） 　（事業計画及び収支予算）

　（理事会規則） 削除
第４２条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定める
もののほか、理事会において定める理事会規則による。

の決定 決定

<省略> <省略>

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) 最高顧問、相談役、特別顧問の選任及び解任 (4) 名誉会長、最高顧問、相談役、特別顧問の選任及び解任
(5) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項 (5) 総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の

<省略> <省略>

５ 最高顧問、相談役、特別顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を ５ 名誉会長、最高顧問、相談役、特別顧問は、無報酬とする。ただし、
行うために要する費用の支払をすることができる。 その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

４ 最高顧問、相談役、特別顧問の任期は、２年とする。ただし、再任を ４ 名誉会長、最高顧問、相談役、特別顧問の任期は、２年とする。ただし、

<省略> <省略>

(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。 (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

第２８条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる 第２８条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会 ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、総代議
員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。

<省略> <省略>

現　行 改　定　案

第２４条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

決議する。 において決議する。

２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から ２ 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
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